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新たな武漢市の産業戦略について

大分市武漢事務所 賈 芳
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■武漢市が“産業地図”を編制、各区の産業の位置付けが明確に

「3851」産業構造改革を推進し デジタル経済に力を入れる

武漢市は共産党委員会第13期第九回全体大会において、武漢市の「産業地図」を作成し、
各市内行政区の産業的位置づけを明確に示した。特色ある産業のための集中投資・統一立
地を推進し、適当化による過剰競争を避けるのが狙いだ。武漢市の特徴に合う産業を選択
し、産業の差異化、健全な発展を実現するための新たな戦略が示された。
武漢市統計局が発表した「2020年第一四半期経済データの解読」によると、武漢市は華

中地区最大の製造業都市であり、38の工業分野をカバーし、そのうち「自動車製造業」
「コンピュータや通信及びその他の電子機器製造業」「電力と熱力の生産と供給業」「電
気機械と器材製造業」の4つの業界の生産額はいずれも一千億元を超えている。建築業の総
生産額と「四上」新ハイテク産業の生産額はいずれも１万億元を突破している。
産業立地の視点から見ると、武漢市は各区それぞれが特色ある産業が立地している。五

大産業基地を例にとると、四大国家レベル産業基地が武漢市の異なる地区に分布している。
東部の東湖高新区には国家メモリ基地、西部の臨空開港区には国家ネットワーク安全人材
と開発基地、北部の新洲区に国家商業宇宙飛行産業基地、西南部の武漢開発区に国家新エ
ネルギーとスマートネットワーク自動車基地がある。また大健康産業基地は東湖ハイテク
開発区や江夏区に立地している。

「3851」システムとは？

3：光電子情報、自動車及び部品、バイオ医薬の3分野で世界的な産業クラスターを構築す
る。
8：設備製造、鋼材及び高付加価値加工技術、食品・タバコ、エネルギー、家電、石油化学、
紡織・衣料、建築資材の8分野の伝統重点産業を強化する。
5：商業宇宙飛行、水素エネルギー、人工知能、5G、ブロックチェーンの5分野の新興先端
産業を育成する。
1：工業設計、検査、工程設計、ビッグデータ、電子商取引、工業インターネットなど、現
代の製造業に欠かせないサービス産業の発展を加速する。
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3年を目標に全国のデジタル経済の第一線都市を建設

武漢市の産業発展の重点の中で、デジタル経済は突破性のある産業に位置づけられてい
る。新たに打ち出された関連案によると、3年間で全国のデジタル経済の最先端都市を目指
すという。
方案によると、武漢市は「ABCDG」などの新興産業の発展を大きく促進する。情報によ

ると、武漢市はすでに国家レベルの新たな人工知能イノベーション発展試験区に指定され
ており、今年中に5G通信基地を新たに5万か所以上設置し、武漢市街地の屋外全域が5G
ネットワークでカバーされることを実現するという。

今年に入り、世界レベルの産業クラスターが続々と立地

光電子情報産業においては4月30日、武漢市とファーウェイ（華為）が「Kunpeng生態
やKunpengコンピューティング産業を共同で作る」という戦略提携契約を締結した。同日、
長江Kunpeng生態イノベーションセンターを設立した。5月に、華工レーザー社が開発し
た三次元五軸レーザー切断機が江鈴自動車の工場に設置された。位置決め精度は0.03ミリ
に達し、刺繍針の程度に相当する。７日間24時間連続での安定稼働を実現し、これまで輸
入していた設備に初めて代わることができた。
自動車及び部品産業においては、6月12日に東風自動車技術センターの試験生産工場で、

国内初の完全自主開発のL 4級5G自動運転車「Sharing-VAN」が正式な量産過程からライ
ンオフした。その3日後には武漢市が、武漢経開区と江漢区に82キロにわたる公道を新設
し、インテリジェントコネクテッドビークル（ICV）のオープンテスト走行区間とモデル
応用区間として使用することを発表した。
バイオ医薬産業では、BGI（華大基因）武漢の「火眼」実験室のトータルソリューショ

ンがサウジアラビアなど世界各国に輸出されている。6月には世界トップで、中国最大の医
療機器研究開発生産企業マインドレイ・メディカル（邁瑞医療）が武漢市に第二世界本部
を開設した。

ABCDG新興産業とは？

A：人工知能
B：ブロックチェーン
C：クラウド計算
D：ビッグデータ
G：5G
ABCDG新興産業は「光芯屏端網雲智」産業クラスターを形成する。
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「光芯屏端網雲智」産業クラスターの発展

今年に入ってから、「光芯屏端網雲智（光電子、半導体、液晶パネル、情報端末、ネッ
トワーク技術、クラウド、人工知能を指す単語の頭文字）」産業クラスターがますます盛
んになった。武漢市にはすでに国内最大の光通信技術研究開発基地、最大の光ファイバー
ケーブル、光電素子生産基地が建設された。また光バレーには100社余りの5G産業チェー
ン企業が集まっている。世界初の128層QLCフラッシュ・メモリも武漢市で誕生した。
TCL武漢華星は国内初のフレキシブルな折りたたみディスプレイの生産ラインの強化を発
表した。東風自動車は国内初の完全自主開発のL4級5G自動運転車の量産を始めている。工
業インターネット標識解析のトップノード（国家頂級節点）武漢はすでに4億元超え工業の
認度を獲得し、華中地区で最大規模、最高クラスのデータセンターがまもなく操業する。
シャオミー（小米）武漢本部の承認を受けた湖北省人工知能技術革新センターもすでに稼
働しており、先端技術は武漢市で絶えずに成長している。

武漢光谷の街並み②

武漢光谷の街並み①

長江沿いの夜景
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インコタームズ2020版の概要
関西大学教授 博士（商学） 𠮷田 友之
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最新版インコタームズ
2020年規則の解説3

インコタームズ2020年版で規定されたトレード・ター
ムズⅠ

インコタームズ2020年版規則では11規則（条件）
が規定されている。本号以下で述べる11規則の内容は、
紙幅の都合上、各規則の全体にわたる逐条解説ではな
く、各規則の「使用者への注釈」（ Explanatory
notes for users）で記された箇所を中心に、適切なト
レード・タームズの選択と使用に向けた各規則の基本
的な留意事項の解説である。

１．工場渡し（指定引渡地）インコタームズ2020

EXW〔Ex Works〕（named place of delivery）
Incoterms®2020
1 運送手段
本規則は、選択された運送手段のいかんを問わず使

用することができる。
2 引渡と危険・費用
本規則では、売主は、自己の施設または自己の施設

以外の指定された場所（すなわち、工場、倉庫など）
で、物品を受け取りのための車両に積み込まずに、物
品を買主の処分に委ねたときに、引渡の義務を果たす
ことになる。
原則として、物品が積み込みではなく、買主の処分

に委ねたときに、危険および費用は売主から買主に移
転する。
3 引渡地または引渡地点
両当事者は引渡地を指定することのみが必要である。

しかし、両当事者は、また指定引渡地内の正確な地点
をできる限り明確に特定して知らせる。正確な指定引
渡地は、両当事者にとって物品の引渡時期と危険の買
主への移転時期を明確にさせる。この正確さはまた、
費用が買主の勘定となる地点を示す。もし両当事者が
引渡地点を指定しないなら、売主が「自己の目的に最
も適した」地点を選択するようになる。
EXWは、売主に全11インコタームズ規則の中で最小

の義務を課しているインコタームズ規則である。
積み込み業務が、売主により行われる間に生じる物

品の滅失または損傷の危険は、議論の余地があるもの
の、積み込みに物理的に関与しない買主の責任となる
かもしれない。この可能性があるとき、売主が物品を
積み込みする場合、両当事者は、誰が積み込み中の物
品に対する滅失または損傷の危険を負うのかを前もっ
て合意することを勧める。これは、単に、売主は、自
己の施設で、必要な積み込み機器を保有していたり、
または安全または保安規則の適用により、許可されて
いない人による売主の施設への立ち入りを禁じられて
いる状況があるからである。買主が売主の施設での積
み込み中の危険を回避したい場合、買主はFCA規則を
選択することを考えるべきである。
4 通関
売主は、物品の輸出通関または物品が通過する第三

国内での通関を準備する義務はない。それどころか
EXWは、物品を輸出する意図がまったくない場合の国
内取引にも適合している。売主の輸出通関への関与は、
買主が物品を輸出するために必要とする書類および情
報を入手するための助力を与えることに限定される。
買主が物品を輸出するつもりで、輸出通関を行うこと
が難しいと予測される場合、買主は、輸出通関を行う
義務と費用が売主にある、FCA規則を選択することを
勧める。

２．運送人渡し（指定引渡地）インコタームズ2020

FCA〔Free Carrier〕（named place of delivery）
Incoterms®2020
1 運送手段
本規則は、選択された運送手段のいかんを問わず

使用することができ、二つ以上の運送手段を利用す
る場合にも使用することができる。
2 引渡と危険・費用
本規則では、売主は二つの方法のいずれかで買主

に引き渡す。
第一に、指定地が売主の施設の場合、売主は、物

品を買主により手配された運送手段の上に積み込ん
だときに、引渡の義務を果たすことになる。
第二に、指定地がその他の場所の場合、売主は、

物品を自己の運送手段に積み込み、物品が指定地に
到着し、その運送手段から荷降ろしの準備ができ、
買主により指名された運送人などの処分に委ねたと
きに、引渡の義務を果たすことになる。
引渡地として二つのいずれが選択されようが、そ

の地は、危険が買主に移転する場所であり、費用が
買主の勘定となる時点となる。
3 引渡地または引渡地点
指定地内の正確な引渡地点を特定することなしに、

売主の施設または他の場所のいずれかの場所におい
て、引渡地のみを指定される。しかし、両当事者は、
指定引渡地内の正確な地点をできる限り明確に特定
して知らせるべきである。正確な指定引渡地は、両
当事者にとって物品の引渡時期と危険の買主への移
転時期を明確にさせる。この正確さはまた、費用が
買主の勘定となる地点を示すことになる。もし正確
な引渡地点が契約でそれを指定することにより明ら
かにしていないなら、両当事者は、売主が「自己の
目的に最も適した」地点を選択するようになる。
4 「またはそのように引き渡された物品を調達す
る」（‘or procure goods so delivered’）
ここで「調達する」に言及しているのは、とくに

全てではないにせよ商品取引では一般的な、鎖に
沿って行われる多数の売買（連続売買）を考えてい
るからである。
5 通関
本規則は、原則として売主に、物品の輸出のため

の通関義務を課している。しかし、売主は、物品の
輸入のための通関、輸入関税の支払い、またはその
他の輸入通関手続について義務はない。
6 FCA売買における船積注記付き船荷証券（Bills
of Lading with an on-board notation）
例えば、物品が大分県の「竹田」で買主の道路運

送業者により集荷されるなら、「竹田」は港ではな
く本船が物品を本船の船上に置くことはできないの
で、「竹田」から運送人により発行される、船積注
記付き船荷証券を期待するのは一般的ではない。し
かし、FCA Taketaで売買する売主は、典型的には荷
為替による銀行取立または信用状付き決済条件のた
めに、物品が「竹田」で運送のために受け取られた
旨とともに、物品が「大在」で本船上に置かれた旨
の記述のある船積注記付き船荷証券を必要とする状
況がある。この船積注記付き船荷証券を必要とする
FCA売主に対応するために、インコタームズ2020年
版にもとづくFCAでは、もし両当事者が契約におい
て船積注記付き船荷証券の発行に合意していたなら、
買主は、運送人に対して船積注記付き船荷証券を売
主に発行することを指示しなければならない。
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国際的生産連携 －OEM契約 20－

今回は、秘密保持契約に関係する条項規定：
No License条項、No Warranty条項、一般条項、準拠
法条項を紹介する。（前回の内容：秘密保持契約違反に
対する救済について契約書に記載すべき条項規定と契約
期間）

１．No-License Clause
No License 条項とは、秘密情報の提供が実施権許諾

（License）に該当しない旨の規定である。一般的には、
秘密保持契約に基づく秘密情報の提供によって、ノウハ
ウ等の知的財産権の許諾、ライセンスの付与や許容をし
ているとは解されない。

しかし、海外の当事者との国際的秘密保持契約では、
適用される国の法（準拠法）によっては、秘密情報の提
供が知的財産権を黙示的に実施権許諾（ Implied
License）許容していると見做される恐れがあるので、
そのような解釈を避けるための実施権不許諾の確認規定
としての役割をもつ規定である。国内契約では見かけな
い、国際的秘密保持契約で規定される条項である。ノー
ライセンス（不許諾）確認規定を紹介する。

（例文）ノーライセンス（不許諾）確認規定
No right or license, either express or implied under
any patent, copyright, trade secret, know-how or
confidential information is granted hereunder.

２．No-Warranty clause
No Warranty 条項とは、提供秘密情報の正確性の不保

証の規定である。
秘密保持契約に基づき開示者により受領者に提供され

る情報の正確性の保証を否定する規定である。
海外の当事者との国際的秘密保持契約では、準拠法に

よっては、相手方から提供秘密情報の正確性に関して、
不実表示（misrepresentation ）よるクレームが提起さ
れ得るので、その対応のための規定である。提供する秘
密情報の正確性に関して保証しない趣旨の規定を紹介す
る

（例文）情報の正確性に関して保証しない趣旨（不保
証）の規定
No representations or warranties of any kind are
given by Discloser with respect to the accuracy or
completeness of Confidential Information.

３．一般条項
「一般条項」は、英語では、“General Conditions ”、

又は、“Miscellaneous”(雑則)という名称で使用されてい
る。秘密保持契約では、一般条項はあまり重要視されず
に、既存の雛形を利用、また、規定されないこともある。
規定する場合も簡単な規定が多く見られる。

国際的秘密保持契約では、提供する秘密情報の貴重性、
重要度により主要な条項を詳細に規定していることが多
いが、契約内容がどの程度詳細に規定されているかに
よって、一般条項の規定内容は、それに対応して、簡単

な内容にするのか、また、詳細な規定を置くかが異なっ
てくる。

一般条項の規定としては、例えば；
①通知条項（notice）：通知の手段、通知の宛先、通知
の効力発生時期などが規定。
②権利不放棄（Non-waiver）：主張する権利については
適時に行使しないと放棄しているものと看做されること
があるので、権利主張を適時に行使しなかったとしても、
権利放棄とはならない旨を規定。
③分離可能性（severability）：一部無効となる条項が
あった場合でも、他の条項には影響しないで、他の条項
は有効に存続する旨の規定
④譲渡禁止（No-assignment）：契約上の地位、又は契
約上の権利を他の第三者に譲渡することを禁止する旨の
規定。
⑤言語（language）：契約書の正文言語を指定する旨の
規定（正文言語は常に翻訳言語に優先する）。
⑥完全合意（entire agreement）：契約書に規定される
条件が契約当事者間の唯一の合意であり、当事者の意思
を解釈する唯一の根拠であることを明確にする旨の規定
等が挙げられる。

一般条項は軽視されがちであるが、紛争が発生した場
合は、契約の解釈等に重要な影響を与えることがあるの
で、各条項の意味を正確に理解しておくことが大切であ
る。

４．準拠法条項
国際的秘密保持契約は、法律や言語、習慣などの異な

る当事者間で行われる契約であり、また、当事者の事業
所が国境を越えて異なる国に所在する、複数国間の当事
者が関係する契約となり、秘密保持契約の成立、有効性、
履行、解釈について、法的問題が発生した場合に、何れ
の国の法律を適用するのかという法の適用の問題が発生
する。国内契約とは異なり、日本法以外の外国の法律が
適用され得る。

国際契約の準拠法の決定に関しては、多くの国の国際
私法では、当事者自治の原則が採用されている。日本の
国際私法である「法の適用に関する通則法」では、同第7
条(当事者による準拠法の選択)に、「法律行為の成立及
び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の
法による。」と定めている。従って、国際契約では、契
約書に準拠法規定が設けられることが多い。国際的秘密
保持契約も同様である。

準拠法条項で指定する法律はどのようなものがあるか、
一般には；
①自国地の法律、
②相手国の法律、
③第三国の法律が規定される。

準拠法条項の一例を紹介する。
例文；日本法を準拠法とする準拠法条項
“This Agreement shall be governed by the laws of

Japan.”



Information お知らせ

OITA TRADE & VIEWS

https://www.jetro.go.jp/elearning/sample.html



Information お知らせ

OITA TRADE & VIEWS

info@oita-fta.jp

「貿易実務オンライン講座」受講者募集について（続き）



Information お知らせ

OITA TRADE & VIEWS

TEL：097-506-3285 FAX：097-506-1754 Email：a14160@pref.oita.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.oita.lg.jp/soshiki/14300/processed-food-kaigai-hojokin.html



Information お知らせ

OITA TRADE & VIEWS

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/



Statistics 令和2年度 大分県の貿易

OITA TRADE & VIEWS

１．令和2年7月分 大分税関支署管内貿易概況（確報値）

２．大分港コンテナ取扱量推移

2019年度実績

2020年度実績

出所：（株）大分国際貿易センター

※大分税関支署発表による。
大分税関支署管内貿易概況（確報値）は門司税関HPよりご覧いただけます。
http://www.customs.go.jp/moji/moji_toukei/oita/oita.html

http://www.customs.go.jp/moji/moji_toukei/oita/oita.html


こんな時、ジェトロ大分をご利用ください

■海外の経済、貿易情報を入手したい

■海外投資に関する情報を収集したい

■海外出張のサポートを受けたい

■輸出品の販路を拡大したい

■海外の見本市に出展したい

窓口相談も行っています。お気軽にお立ち寄りください。

一般社団法人 大分県貿易協会
〒870-0266
大分市大字大在６番地
大分国際貿易センタービル４階

TEL：097-592-5932
FAX：097-593-3338
E-MAIL：info@oita-fta.jp
URL：http://www.oita-fta.jp/

日本貿易振興機構（ジェトロ）
大分貿易情報センター
〒870-0037 
大分県大分市東春日町17-19 
大分ソフィアプラザビル4階

TEL：097-513-1868
FAX：097-513-1881
E-MAIL：oit@jetro.go.jp
URL：https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/oita/

mailto:info@oita-fta.jp
http://www.oita-fta.jp/
mailto:oit@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/oita/

